
 

第３２号議案説明資料 

市立芦屋病院使用料及び手数料条例新旧対照表 
 （下線部分は，改正部分） 

改 正 案 現  行 

 （使用料及び手数料の額） 

第 3条 （省略） 

（使用料及び手数料の額） 

第 3条 （省略） 

2 （省略） 2 （省略） 

3  前 2 項に定めるもののほか，病室使用加算額及び分娩介助料については

別表第 1に定める額，文書料については別表第 2に定める額，設備使用料

については別表第 3 に定める額(消費税法第 6 条の規定により消費税を課

されないこととなる場合以外の場合にあつては，それぞれその額に係る消

費税額及び地方消費税額を加えた合計額(1 円未満の端数は切り捨てる。))

とする。 

3  前 2 項に定めるもののほか病室使用加算額及び文書料については，別表

第 1 及び別表第 2 に定める額並びにその額に係る消費税額及び地方消費税

額の合計額(1 円未満の端数は切り捨てる。)とし，分娩介助料については，

別表第 1に定める額とする。 

4 （省略） 

(減免) 

第 5 条 前 2 条に規定する使用料及び手数料は，管理者が必要と認めるとき

は，減額又は免除することができる。 

4 （省略） 

(減免) 

第 5 条 前条に規定する使用料及び手数料は，管理者が必要と認めるときは，

減額又は免除することができる。 

別表第 1(第 3 条関係) 別表第 1(第 3 条関係) 

区分 市内に住所を有
する者 

市内に住所を有
しない者 

特別室A 50,000円 60,000円

特別室B 30,000円 36,000円

病室使用加

算額(1日に

つき) 
個室A 10,000円 12,000円
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区分 市内に住所を有
する者 

市内に住所を有
しない者 

特別室 A 29,600 円 38,480 円

特別室 B 23,200 円 30,160 円

個室 A 7,700 円 10,010 円

個室B 6,400 円 8,320 円

個室C 6,100 円 7,930 円

病室使用加
算額(1日に
つき) 

個室D 5,800 円 7,540 円
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改 正 案 現  行 

 

病院の診療時間内
に出産した場合 

1 子 に つ き
80,000 円 

1 子 に つ き
95,000 円 

分娩介助料

病院の診療時間外
に出産した場合 

1 子 に つ き
100,000 円 

1 子 に つ き
121,000 円 

 

個室E 5,500 円 7,150 円

2 人室A 1,800 円 2,340 円

病院の診療時間内
に出産した場合 

1 子 に つ き
80,000 円 

1 子 に つ き 
95,000 円 

分娩介助料

病院の診療時間外
に出産した場合 

1 子 に つ き
100,000 円 

1 子 に つ き 
121,000 円 

備考 2 人室を 1人で使用した場合の加算額は，個室Cの額とする。

別表第 3(第 3 条関係)  

区分 使用料

個室Bのテレビ １日につき1,000円

個室Bのインターネット回線 １日につき1,000円

インターネット回線(特別室A，特別室B，

個室A及び個室Bを除く。)

１日につき700円

個室Bの冷蔵庫 １日につき200円
 

  

  

 


